
再就職希望者の 

平成23年度 東京都 離職障害者職場実習事業 

写真：平成２２年度職場実習事業の様子 

就労移行支援事業所、支援機関ご担当者の皆様へ 

１０日間の複数企業での実習を体験いただく絶好の機会です。是非ご参加下さい！ 

平成２１年度から始まった障害者のインターンシップ事業。 

これまで６０名以上の利用者が約４０社の企業で実習を行いました。 

「企業での実習の機会を増やさなければ・・・」 

「“再就職への自信をつけたい”という利用者ニーズに応えたい 」 

のべ10日間 複数企業 （２社以上） 

 

< 離職障害者職場実習事業 概要 > 
 ●実施期間  のべ10日間 ２社以上(平成23年8月～平成23年12月頃) 

 ●対象事業所 就労移行支援事業所、区市町村障害者就労支援事業、障害者就業・生活支援センター 

 ●対象者       ・上記の事業所を利用する知的障害者、 精神障害者、身体障害者、発達障害者 

        ・企業等でこれまで就労した経験がある利用者（アルバイトでも可） 

        ・都内に住民票がある方 

  ※一人で２社以上のべ１０日間参加していただきます。（一社のみは不可） 

  ※企業で色々な仕事を体験したい！という方にチャレンジいただくことを想定しています。 

  ※通勤は都内に限りますが、１時間程度電車で通っていただく場合もあります。 

 ●参加費   無料 

 ●定員    1企業につき1～2名   

 ●実習企業数  都内15～20社（予定） 

 ●募集人数   ３０名 

インターンシップ 



 

よくあるご質問 
 

Ｑ．実習日や業務内容は選べますか？ 
 

Ａ．希望はお伺いしますが、基本的に企業の担当者と調整をして決定しますので、必ずしもご要望に 
  添えるとは限りません。希望職種でない業務でも様々な可能性が見出せる機会ですので、 
  積極的にご参加いただくことをお勧めします。 
 

Ｑ．実習時間はどのくらいでしょうか？ 
 

Ａ．ご相談の上決定させていただきますが、１日４～６時間程度を想定しております。 
 

Ｑ．エントリーしたら必ずインターンシップに参加できますか？ 
  また、エントリー期限はありますか？ 
 

Ａ．実習受入企業数に限りがございますので必ず参加できるとは限りません。エントリーいただいた 
  事業所には随時進捗情報をEメールでお知らせいたします。 
  また、エントリー期限は設けておりませんが、企業開拓できた時点でご案内しますので、 
  早くエントリーいただくほど参加しやすくなります。 
 

Ｑ．過去に一度も就職したことがない利用者はエントリーできますか？ 
 

Ａ．できません。過去に一度でも就職もしくはアルバイト等の就業経験がエントリー条件となります。 

事業者にとっても企業と関係を深めるチャンスです。 

 < インターンシップの流れ（例） >  

●事務所の清掃 
   

●メールマガジン 

 作成 

●書類仕分け 
   

●ラベル貼り 

●パソコン 

 解体作業 

  

 お問い合わせ （参加申し込みは別紙FAXにてお願いします） 
 【事務局】TEL:03-5577-6913 FAX:03-5577-6914 Ｅmail:info@fvp.co.jp  

      担当者：川合 小嶋 濱田  

 事業主体：東京都福祉保健局  受託機関：株式会社FVP 

実習がカラー冊子に メディア掲載 

インターンシップの様子が 

読売新聞に掲載されました（2010年9月16日） 

平成23年度 東京都離職障害者職場実習事業のご案内 

実習の様子は 

カラー冊子の報告書におまとめします。 

商店会事務局

（５日間） 

１社目 ２社目 

●部品の分別業務 

PC輸出販売業 

（５日間） 仕事の幅が 

広がる！ 

就労への 

ステップアップ

につながる！ 

今後の企業開拓の 

営業ツールとして 

ご活用いただけます！ 



 

平成23年度東京都離職障害者職場実習事業について 
 

下記のいずれかひとつに○をつけ、事業所情報をご記入の上、株式会社ＦＶＰまで 

ＦＡＸにてご連絡ください。 
 

平成23年度東京都離職障害者職場実習事業に 

（  ）参加したい 

株式会社 ＦＶＰ 行き 

FAX送付先：03‐5577‐6914 
          電話：０３－５５７７－６９１３ 川合、大木、濱田 

ご質問・ご要望 

ご 意 向 確 認 票（離職事業） 

⇒ 参加申し込み資料一式を郵送します。 

（  ）資料をみて、検討したい 

⇒ 事業概要資料をお送りいたします。 

貴法人名／ 

事業所名（市・区）                              所在地（        区・市） 

事業所種類 

（○をつけて下さい） 

そのまま、利用者エントリーできます。 

当事業のエントリー対象外となりますが、事務局までご相談く

ださい。 

 

  
 ・就労移行支援事業所 
 

 ・区市町村障害者就労支援事業 

    （就労支援センター） 
 

 ・障害者就業・生活支援センター  

    
 ・就労継続支援B型事業所  ・小規模通所授産施設  
 

 ・小規模作業所          ・授産施設  
 

 ・その他（                                           ） 

（フリガナ） 

 

電話/FAX   （      ）      －        /（      ）         －  

ご担当者様 氏名 

メールアドレス                          ＠ 

所在地  

（最寄駅） 

東京都         区・市 
 

 

最寄り駅（           線             駅から 徒歩     分 ）      


